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電話対応終了時刻の変更について  

 

日頃より本校教育活動に多大なご支援・ご協力をいただきありがとうございます。新年度を迎え 

入学，進級した子どもたちがいきいきと学ぶことができる活力のある学校づくりをめざし，本年度も

日々精進して取り組んでまいりたいと存じます。 

 さて，懸案である『学校・幼稚園における働き方改革』も保護者の皆様のご理解を得ながら取り組ん

でいるところにあります。京都市では平成 30年 3月に京都市教育委員会・京都市ＰＴＡ連絡協議会・

各校園長会が「学校・幼稚園における働き方改革推進宣言」（令和 2 年３月改訂・裏面参照）を，また

令和 2年 3月には「京都市『学校・幼稚園における働き方改革』方針」を策定しました。以来の取組に

より，教職員の超過勤務については一定減少傾向にありますが，方針で示されている「月４５時間，年

３６０時間以内の超過勤務」の達成には至らない状態にあり，本校においても，努力を重ねている状態

にあります。つきましては，更なる実態改善の取組の一つとして，京都市小学校長会が平成 30 年に定

めた「電話対応終了時刻」が４月から変更されることとなり，本校においても以下の対応とさせていた

だくこととしました。 

 

 

 

学校事情により，定刻通りにならない場合もありますが，全市小学校においての教職員の働き方改革

推進のための取組を進めています。子どもと向き合う時間を確保し，いきいきとやりがいを持って働く

ことができる環境の整備や，「質の高い教育活動の実践」「教職員一人一人の自己研鑽の時間の確保」「将

来にわたる教職員の確保」といった本市教育の根幹に関わる課題解決につなげるものとしていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話対応終了時刻    １８：３０まで（令和4年４月より） 

教職員も速やかな退校を鋭意努力いたします。 

＜ 鏡山小学校では ＞ 

校長会の方針に基づき，本校においても教職員の働き方改革を進めてまいります。もっとも，これ

らの時刻設定については，本来の勤務時間を大幅に超過するものであり，今後は更なる改善に努めな

ければならない状況にあります。今後ともご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

《通 常》   ・電話対応時間  ８：００～１８：３０（土日祝は対応いたしません） 

         ※なるべく勤務時間内（～17：00）にご連絡をお願いします。 

         

《長期休業中》 ・８：３０～１７：００（土日祝・学校閉鎖期間は，対応いたしません）  

      



 


